
申請期間 ６か月前の月の初日から当日まで

月の初日の
申請手続き

８時３０分に使用希望日時を提出する（6ヶ月先の使用分のみ）

※希望日時が重複した場合は、その場で抽選

申請件数の制限 申請件数の制限なし

電話予約 電話予約後、１週間以内に窓口で申請手続き
※ 毎月初日は電話予約不可

使用許可の変更
（使用日時の変更）

使用者に責任なく使用できない場合のみ変更可能
（例）
・施設の臨時休館、災害、天候不良など

減免 対象団体の申請で大会、イベント、講習会等が減免対象
※練習は対象外

運動施設（産業・スポーツセンターを除く）の申請方法について（R4.4.1～）






